
「コロナの裁判︖ もう過去の話でしょ︖」
そう思っていませんか。確かに、これまでの
コロナ関連の裁判は「在宅勤務（リモートワ
ーク）の可否」をめぐるものが中⼼でした。
しかし、本判決（⽟蘭事件･東京地判

R7.3.27）はまったく次元が異なります。争わ
れたのは、「職場でのコロナ感染による従業員
の死亡」に対する、会社と代表者個⼈の巨額
の損害賠償責任です。本判決は、感染症に関
する企業実務に直結する教訓を⽰していま
す。

●【事案の概要】
被告会社（Y1社）が経営し、代表取締役（Y2）

が運営する飲⾷店（本件店舗）で働いていた従

業員（亡 A）が、新型コロナウイルスに感染し

て死亡した事案です。原告である亡 Aの遺族ら

は、被告らが従業員の⽣命や健康に配慮すべき

義務（安全配慮義務）を負っていたにもかかわ

らず、コロナ禍において⼗分な感染対策を講じ

ずに漫然と営業を継続し、亡 Aに過酷な労働を

させたことが原因であると主張しました。

本件店舗は、緊急事態宣⾔やまん延防⽌等重

点措置が発令されていた期間中も、⾏政の要請

（営業時短や酒類提供の⾃粛など）に従わず24

時間営業と酒類の提供を継続していました。さ

らに、亡 A に対して適切な勤怠管理を⾏わず、

深夜 0時から昼の 12時までの⻑時間労働を強

いていたという背景があります。

●【裁判所の判断】
裁判所は、会社（Y1社）だけでなく代表取締

役個⼈（Y2）についても安全配慮義務違反（不

法⾏為）を認め、連帯して約 6,800万円（遺族

2名合計）の損害賠償を⽀払うよう命じました。

（なお、⼆審では和解が成⽴しています）。

・安全配慮義務違反の肯定: 使⽤者として、客

数や滞在時間の制限、アクリル板などの仕切り

の設置、東京都の要請に応じた営業時間の短縮

や酒類提供の制限などを講じるべきであった

にもかかわらず、これを怠ったと認定されまし

た。また、タイムカード等による勤怠管理を⾏

わず、⻑時間の過重労働を放置したことも義務

違反とされました。

・因果関係の肯定: 亡 Aは店舗の建物内にある
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⾃室に住み込んでおり、職場と居室を往復する

⽣活を送っていたことや、同僚も複数感染して

いた事実などから、本件店舗以外の場所で感染

者と接触したとはうかがわれず、本件店舗での

感染であると認定されました。また、亡 Aの持

病（糖尿病）が重症化の原因であり因果関係は

ないとする被告の主張は、証拠上認められない

として退けられました。

・過失相殺の否定: 亡 A⾃⾝が家族を養うため

に進んで⻑時間の業務をこなしていたとして

も、使⽤者の安全確保が不⼗分であった以上、

労働者がリスクのある業務に積極的に従事し

たことをもって「過失」と評価することはでき

ないとされました。

新型コロナウイルスのような⾶沫感染によ

る感染症は、通常であれば感染経路の特定が
極めて困難です。しかし本判決は、亡 Aの⽣
活実態（住み込み等）や就労環境、同僚の感
染状況といった事実関係を総合的に判断する
ことで、職場での感染を推認し、安全配慮義
務違反との相当因果関係を認めた点に⼤きな
意義があります。
また、使⽤者が負う安全配慮義務の具体的

内容は、当時の医学的知⾒や、政府の分科会
からの提⾔、⾃治体からの要請（業種別ガイ
ドライン等）が考慮要素（判断基準）になる
ことが裁判例を通じて⽰されました。したが
って実務においては、⾮常時であっても公的
機関の指針を遵守し、できる限りの感染防⽌
対策と適切な労働時間管理を⾏うことが、法
的リスクを回避する上で極めて重要です。

～当事務所よりひと言～

企業の⼈事・労務の視点から、今後の労務管
理・危機管理体制を評価する SWOT 分析を⾏
います。

企業（使⽤者側）から⾒た本裁判例の SWOT分析

Strength（強み︓法的防御の基準の明確化） Weakness（弱み︓杜撰な労務管理の代償）

政府や⾃治体からの要請、業種別ガイドライン（アクリル

板の設置、換気、消毒、時短営業など）を⾃社でしっかり遵守

していれば、それが「使⽤者として考えられる感染防⽌対策

を⾏っていた」と評価され、安全配慮義務を果たしたとする

強⼒な免責の根拠になることが裏付けられた。

利益を優先して公的要請を無視することや、タイムカード

等の客観的な勤怠管理を⾏わずに⻑時間労働を放置するよう

な杜撰な管理体制は、企業にとって致命的な弱点となる。こ

のような状態を放置すれば、有事の際に会社のみならず代表

取締役個⼈の不法⾏為責任（連帯責任）まで問われる脆弱性

を抱えることになる。

Opportunity（機会︓コンプラ・危機管理強化の契機） Threat（脅威︓「推認」による巨額賠償リスク）

本裁判を教訓として、公的なガイドラインを基準とした客

観的な衛⽣・危機管理マニュアルを整備する良い機会となる。

また、⼝頭や⼿書きベースの曖昧なシフト管理から脱却し、

正確な労働時間把握のための勤怠システムを導⼊すること

で、全体の労務環境を健全化・近代化する契機にできる。

感染症のように感染経路の特定が難しい事象であっても、

従業員の⽣活圏が職場に限定されている場合や、職場で複数

⼈の感染（クラスター）が発⽣している場合、状況証拠から

「職場での感染」と法的に推認され、多額の損害賠償責任を

負う深刻なリスク（脅威）が存在することが⽰された。

本判決の実務への⽰唆――感染症対策にお
ける安全配慮義務の実務的意義


